
　
平
成
15
年
12
月
15
日
、
美
方
町
、
村
岡
町
、
香
住
町
の
３
町
に

よ
る
合
併
に
向
け
て
具
体
的
な
協
議
を
行
う
た
め
、
合
併
協
議
会

が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。 

　
輝
か
し
い
新
春
を
迎
え
、
万
物

が
胎
動
を
始
め
る
季
節
と
な
り
ま

し
た
。
皆
様
に
は
、
つ
つ
が
な
く

お
過
ご
し
の
こ
と
と
拝
察
い
た
し

ま
す
。 

　
さ
て
、
昨
年
、
12
月
24
日
に
美

方
町
・
村
岡
町
・
香
住
町
合
併
協

議
会
の
発
足
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

　
３
町
で
は
、
矢
田
川
水
系
を
機

軸
と
し
て
衛
生
処
理
を
は
じ
め
消

防
な
ど
の
住
民
生
活
に
密
着
し
た

分
野
や
林
業
振
興
で
広
域
行
政
を

発
展
さ
せ
て
ま
い
り
ま
し
た
。 

　
本
地
域
は
、
但
馬
山
岳
か
ら
日

本
海
に
至
る
豊
か
な
自
然
環
境
を

有
し
、
地
域
の
約
６
割
が
自
然
公

園
地
域
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

夏
は
海
水
浴
、
冬
は
ス
キ
ー
が
楽

し
め
る
全
国
的
に
も
例
を
見
な
い

天
賦
の
特
性
を
持
ち
、
但
馬
牛
や

松
葉
ガ
ニ
を
代
表
と
す
る
全
国
ブ

ラ
ン
ド
の
育
成
、
農
地
や
森
林
、

漁
場
の
整
備
な
ど
多
彩
な
資
源
を

生
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て

ま
い
り
ま
し
た
。
３
町
の
年
間
の

観
光
交
流
人
口
は
１
３
０
万
人
を

超
え
、
都
市
住
民
の
心
安
ら
ぐ
ふ

る
さ
と
と
し
て
様
々
な
ふ
れ
あ
い

を
広
げ
て
い
ま
す
。 

　
今
後
、
３
町
の
魅
力
を
共
有
し
、

交
流
と
共
生
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し

な
が
ら
、
人
と
自
然
と
文
化
が
輝

く
ま
ち
と
し
て
全
国
に
名
声
を
馳

せ
得
る
ふ
る
さ
と
づ
く
り
に
取
り

組
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

　
国
、
地
方
が
、
少
子
高
齢
化
社

会
に
対
応
す
る
変
革
を
進
め
る
な

か
で
、
本
地
域
の
特
性
や
総
合
力

を
発
揮
し
な
が
ら
、
若
者
定
住
対

策
、
多
様
性
の
あ
る
産
業
基
盤
づ

く
り
な
ど
共
通
す
る
地
域
課
題
の

克
服
に
お
い
て
も
、
３
町
の
蓄
積

さ
れ
た
経
験
や
連
帯
意
識
が
大
き

な
支
え
と
な
る
よ
う
力
を
合
わ
せ

て
ま
い
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。 

　
先
人
の
皆
様
が
幾
度
の
町
村
合

併
を
経
て
、
今
日
の
ふ
る
さ
と
を

形
づ
く
ら
れ
た
尊
い
足
跡
に
万
感

の
思
い
を
馳
せ
、
そ
の
時
代
の
英

断
に
学
び
ま
す
と
と
も
に
、
新
た

な
ま
ち
づ
く
り
の
歴
史
を
築
く
気

迫
と
責
任
感
を
持
っ
て
、
３
町
で

交
流
と
共
生
の
新
し
い
ま
ち
づ
く

り
に
向
け
て
、
住
民
の
皆
様
と
と

も
に
渾
身
の
努
力
を
続
け
て
ま
い

り
ま
す
。
関
係
各
位
の
ご
指
導
、

ご
協
力
を
切
に
お
願
い
申
し
上
げ
、

発
足
の
ご
あ
い
さ
つ
と
い
た
し
ま

す
。 

創刊号 平成16年１月 

－１－ 

香住町 香住町 

村岡町 村岡町 

美方町 美方町 

ご
あ
い
さ
つ 

美
方
町
・
村
岡
町
・
香
住
町
合
併
協
議
会 

（
村
岡
町
長
） 

会
長 

岩

槻

　
健 

美
方
町

美
方
町
・
村
岡
町

村
岡
町
・
香
住
町
合
併
協
議
会
が

香
住
町
合
併
協
議
会
が
発
足
発
足 

美
方
町

美
方
町
・
村
岡
町

村
岡
町
・
香
住
町
合
併
協
議
会
が

香
住
町
合
併
協
議
会
が
発
足
発
足 

美
方
町
・
村
岡
町
・
香
住
町
合
併
協
議
会
が
発
足 

美方町・村岡町・香住町 



　
平
成
15
年
12
月
24
日
、 

村
岡
町
射
添
会
館
多
目
的 

ホ
ー
ル
で
美
方
町
・
村
岡 

町
・
香
住
町
合
併
協
議
会 

発
足
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

　
合
併
協
議
会
の
発
足
に 

あ
た
っ
て
、
先
に
開
か
れ 

た
３
町
長
協
議
に
よ
り
会 

長
に
岩
槻
健
村
岡
町
長
、 

副
会
長
に
藤
原
久
嗣
香
住
町
長
と
中
安
富
士
男
美
方
町
長
が
就
任
す

る
こ
と
が
決
定
し
ま
し
た
。 

発
足
式
で
は
、
岩
槻
会
長
か
ら
委
員
等
に
委
嘱
状
が
交
付
さ
れ
た

後
、
合
併
協
議
会
の
看
板
が
村
岡
町
射
添
会
館
の
玄
関
に
設
置
さ
れ

ま
し
た
。 

美
方
町
・
村
岡
町
・
香
住
町 

合
併
協
議
会
発
足
式
を
挙
行 

▲委員に委嘱状が交付されました 

▲看板を設置する３町の町長と議長 

合併協議会はこのように運営されます ！ 合併協議会はこのように運営されます ！ 合併協議会はこのように運営されます 
◆ 合併協議会 
　合併協議会は、地方自治法と市町村の
合併の特例に関する法律（合併特例法）
に基づき設置され、合併にあたり事前に
決めておくべき事項の協議や新町まち
づくり計画の策定を行います。協議会の
委員は町長、議会議長、議会議員、学識経
験者で構成されます。 
 また、協議内容は原則として公開され
ます。 

◆ 幹事会 
幹事会は、合併協議会に付議すべき事項
の協議・調整のほか、協議会運営の総合
調整を行います。 
 幹事会は、助役、合併担当課長、企画担
当課長等で構成されます。 

◆ 専門部会 
　専門部会は、分野ごとに構成され（１０
部会）、専門的な協議・調整のほか、事務
事業の調整案や例規整備案等の作成を
行います。 
　専門部会は、担当課長で構成されます。 

◆ 分科会 
分科会は、専門部会の下に財政分科会、
行政分科会など35分科会が置かれ、より
専門的に各事項の事務事業の調査、検討
を行います。 
 分科会は、事務事業担当者で構成され
ます。 

◆ 事務局 
　事務局は、３町の職員で構成され、合
併協議会の運営を円滑に進めていくため、
協議に必要な資料収集や作成などを行
うほか、合併協議会、幹事会などとの連
絡調整を行います。 

美方町・村岡町・香住町合併協議会組織体系図 
合併協議会 

・合併に関する各種協議 
・新町まちづくり計画の作成 

幹 事 会 
・協議会提出議案の協議調整 
・協議会運営の総合調整 

分 科 会 
・事務事業調整報告書の作成 
・協定項目の調整原案作成等 

会　長　１名 
副会長　２名 
委　員　21名 
　計　　24名 
顧　問　３名 
監　査　２名 

小 委 員 会 
・協議会から付託された 
　専門分野の調査審議 

助　役 

課　長 

係　長 

担当者 

電 算 シ ス テ ム 
統合プロジェクト 
チーム 

専 門 部 会 
・各分野の専門的な協議調整 
・分科会間の調整進行等 

合
併
協
議
会
事
務
局 

連

絡

調

整 

指示 

指示 

報告 

付託 

報告 

報告 
情報交換 

指示 付議案等 
の提出 

指示 

報告 

合併担当課長 
企画担当課長 
合併担当課長 
企画担当課長 

！ 
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発
足
式
に
続
き
、
第
１
回
美
方

町
・
村
岡
町
・
香
住
町
合
併
協
議

会（
以
下
「
合
併
協
議
会
」）
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。 

　
合
併
協
議
会
の
議
題
に
入
る
前

に
岩
槻
会
長
が
合
併
協
議
会
の
議

長
と
副
議
長
を
選
任
し
、
議
長
に

吉
田
範
明
委
員（
美
方
町
）、
副
議

長
に
上
田
孝
委
員
（
香
住
町
）
と

谷
渕
栄
一
委
員
（
村
岡
町
）
が
決

定
し
ま
し
た
。 

　
合
併
協
議
会
に
提
出
さ
れ
た
議

題
と
概
要
は
次
の
と
お
り
で
し
た
。 

　
合
併
協
議
会
の
名
称
や
組
織
、

委
員
な
ど
の
基
本
的
な
事
項
に
つ

い
て
定
め
た
規
約
を
、
平
成
15
年

12
月
15
日
付
で
施
行
す
る
こ
と
を

３
町
長
が
確
認
し
た
協
議
書
に
つ

い
て
報
告
が
行
わ
れ
、
承
認
さ
れ

ま
し
た
。 

　
合
併
協
議
会
の
事
務
所
の
位
置

や
事
務
局
組
織
、
ま
た
、
事
務
局 

職
員
の
事
務
従
事
に
関
す
る
内
容

な
ど
を
示
し
た
確
認
書
等
の
報
告

が
行
わ
れ
、
承
認
さ
れ
ま
し
た
。 

　
幹
事
会
の
組
織
や
任
務
な
ど
を

定
め
た
規
程
と
幹
事
会
の
申
し
合

わ
せ
事
項
に
つ
い
て
報
告
が
行
わ

れ
、
承
認
さ
れ
ま
し
た
。 

　
分
科
会
の
組
織
や
任
務
な
ど
を

定
め
た
規
程
の
報
告
が
行
わ
れ
、

承
認
さ
れ
ま
し
た
。 

報
告
第
１
号 

　
合
併
協
議
会
規
約
に
つ
い
て 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
承
認 

報
告
第
２
号 

　
合
併
協
議
会
規
約
に
関
す
る
協 

　
議
書
等
に
つ
い
て 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
承
認 

報
告
第
３
号 

　
合
併
協
議
会
幹
事
会
規
程
に
つ

　
い
て
　
　
　
　
　
　
　
↓
承
認 

報
告
第
５
号 

　
合
併
協
議
会
分
科
会
設
置
規
程

　
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
↓
承
認 

　
電
算
シ
ス
テ
ム
統
合
に
つ
い
て

調
整
等
を
行
う
組
織
の
設
置
に
関

す
る
規
程
の
報
告
が
行
わ
れ
、
承

認
さ
れ
ま
し
た
。 

報
告
第
７
号 

　
合
併
協
議
会
電
算
シ
ス
テ
ム
統

　
合
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
設
置

　
規
程
に
つ
い
て
　
　
　
↓
承
認 

　
合
併
協
議
会
に
お
け
る
公
印
の

管
理
及
び
使
用
を
定
め
た
規
程
の

報
告
が
行
わ
れ
、
承
認
さ
れ
ま
し

た
。 

報
告
第
８
号 

　
合
併
協
議
会
公
印
に
関
す
る
規

　
程
に
つ
い
て
　
　
　
　
↓
承
認 

　
事
務
局
職
員
の
職
務
に
関
す
る

規
程
の
報
告
が
行
わ
れ
、
承
認
さ

れ
ま
し
た
。 

報
告
第
６
号 

　
合
併
協
議
会
事
務
局
規
程
に
つ

　
い
て
　
　
　
　
　
　
　
↓
承
認 

　
専
門
部
会
の
組
織
や
任
務
な
ど

を
定
め
た
規
程
の
報
告
が
行
わ
れ
、 

承
認
さ
れ
ま
し
た
。 

報
告
第
４
号 

　
合
併
協
議
会
専
門
部
会
設
置
規

　
程
に
つ
い
て
　
　
　
　
↓
承
認 

▲第１回合併協議会の様子 

合併協議会 委員・顧問・監査委員名簿 

　 氏 名 　  

中安富士男 

岩 槻 健  

藤 原 久 嗣  

吉 田 範 明  

本 城 繁 信  

谷 渕 栄 一  

板 坂 公 二  

上 田 孝  

橘 秀 夫  

朝 倉 富 征  

井 上 一 郎  

毛 戸 公 彦  

中 村 治 泰  

水 間 徳 子  

石 垣 健 三  

井 上 源 一  

小 谷 道 子  

西 尾 高 雄  

三 好 忠 男  

伊 藤 誠  

岡 田 久 子  

柴 崎 一 秀  

中 村 曉  

村 瀬 晴 好  

中 村 茂  

丸 上 博  

東 田 雅 俊  

邊 見 清 二  

谷 岡 薫  

職名・出身町 

美 方 町 長 

村 岡 町 長 

香 住 町 長 

美方町議会議長 

美方町議会議員 

村岡町議会議長 

村岡町議会議員 

香住町議会議長 

香住町議会議員 

美 方 町 

村 岡 町 

香 住 町 

兵庫県議会議員 

３号委員  
（学識経験者） 

２号委員  
（議長・議員） 

１号委員  
（町　長） 

区　分 

顧 問  

監査委員  

兵庫県議会議員 

但馬県民局長 

美方町監査委員 

香住町監査委員 

備 考 

副会長 

会　長 

副会長 

議　長 

副議長 

副議長 

平成16年１月９日現在 

（順不同・敬称略） 

第
１
回

第
１
回
合
併
協
議
会
を
開
催

合
併
協
議
会
を
開
催 
第
１
回

第
１
回
合
併
協
議
会
を
開
催

合
併
協
議
会
を
開
催 
第
１
回
合
併
協
議
会
を
開
催 
第
１
回
合
併
協
議
会
を
開
催 

報
告
事

報
告
事
項 

報
告
事

報
告
事
項 

報
告
事
項 
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報
告
第
９
号 

　
合
併
協
議
会
財
務
規
程
に
つ
い
て 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
承
認 

　
合
併
協
議
会
の
予
算
、
決
算
等

に
つ
い
て
定
め
た
財
務
規
程
に
つ

い
て
報
告
が
行
わ
れ
、
承
認
さ
れ

ま
し
た
。 

 

報
告
第
10
号 

　
合
併
協
議
会
委
員
等
の
報
酬
及

　
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
規
程
に

　
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
↓
承
認 

　
合
併
協
議
会
委
員
等
の
報
酬
や

費
用
弁
償
の
取
扱
い
に
つ
い
て
報

告
が
行
わ
れ
、
承
認
さ
れ
ま
し
た
。 

 

報
告
第
11
号 

　
合
併
協
議
会
予
算
に
つ
い
て 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
承
認 

　
合
併
協
議
会
予
算
に
つ
い
て
報

告
が
行
わ
れ
、
会
議
の
開
催
費
、

事
務
局
の
運
営
費
、
合
併
に
関
す

る
調
査
・
研
究
費
な
ど
、
総
額
８

４
０
万
２
千
円
の
予
算
が
報
告
さ

れ
、
承
認
さ
れ
ま
し
た
。 

　
な
お
、
こ
れ
ら
の
費
用
は
協
議

会
規
約
に
よ
り
３
町
で
均
等
に
負

担
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

協
議
第
１
号 

　
合
併
協
議
会
会
議
運
営
規
程
に

　
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
↓
確
認 

　
合
併
協
議
会
の
会
議
運
営
の
基 

本
的
な
事
項
を
定
め
た
規
程
に
つ

い
て
提
案
が
行
わ
れ
、
協
議
の
上
、

確
認
さ
れ
ま
し
た
。 

 
協
議
第
２
号 

　
合
併
協
議
会
の
申
し
合
わ
せ
事

　
項
に
つ
い
て
　
　
　
　
↓
確
認 

　
合
併
協
議
会
を
毎
月
第
２
水
曜

日
に
原
則
と
し
て
定
例
開
催
す
る

こ
と
や
会
議
場
所
は
３
町
で
持
ち

ま
わ
る
こ
と
等
、
会
議
の
詳
細
に

つ
い
て
申
し
合
わ
せ
事
項
の
提
案

が
行
わ
れ
、
協
議
の
上
、
確
認
さ

れ
ま
し
た
。 

 

協
議
第
３
号 

　
合
併
協
議
会
傍
聴
規
程
に
つ
い
て 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
確
認 

　
合
併
協
議
会
の
傍
聴
手
続
き
や

傍
聴
人
が
遵
守
す
る
べ
き
事
項
に

つ
い
て
提
案
が
行
わ
れ
、
協
議
の

上
、
確
認
さ
れ
ま
し
た
。 

 

協
議
第
４
号 

　
合
併
協
議
会
会
議
録
等
閲
覧
規

　
程
に
つ
い
て
　
　
　
　
↓
確
認 

　
会
議
録
の
閲
覧
方
法
を
定
め
た 

閲
覧
規
程
に
つ
い
て
提
案
が
行
わ

れ
、
協
議
の
上
、
確
認
さ
れ
ま
し

た
。 

 

協
議
第
５
号 

　
合
併
協
議
会
小
委
員
会
設
置
規

　
程
に
つ
い
て
　
　
　
　
↓
確
認 

　
合
併
協
議
会
の
一
部
の
事
務
に

つ
い
て
調
査
及
び
審
議
す
る
小
委

員
会
の
設
置
に
つ
い
て
提
案
が
行

わ
れ
、
協
議
の
上
、
確
認
さ
れ
ま

し
た
。 

 

協
議
第
６
号 

　
合
併
協
定
項
目
に
つ
い
て 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
確
認 

　
合
併
協
議
会
で
協
議
・
調
整
を 

行
う
合
併
協
定
項
目
と
し
て
24
項

目
が
示
さ
れ
、
委
員
か
ら｢

各
種

事
務
事
業
の
取
扱
い
の
内
、
商
工

関
係
の
中
に
、『
観
光
』を
追
加
し

て
は｣

と
の
意
見
が
出
さ
れ
た
こ

と
を
受
け
、｢

商
工
観
光
関
係｣

と

す
る
こ
と
で
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

（
協
定
項
目
は
８
ペ
ー
ジ
に
記
載
。） 

 

協
議
第
７
号 

　
合
併
の
方
式
に
つ
い
て 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
確
認 

　
美
方
町
、
村
岡
町
及
び
香
住
町

の
区
域
を
も
っ
て
新
し
い
町
を
設 

置
す
る「
新
設
合
併
（
対
等
）」
と

す
る
提
案
が
行
わ
れ
、
協
議
の
上
、

確
認
さ
れ
ま
し
た
。 

【
確
認
内
容
】 

美
方
町
、
村
岡
町
及
び
香
住
町
を

廃
止
し
、
そ
の
区
域
を
も
っ
て
新

し
い
町
を
設
置
す
る
新
設
（
対
等
）

合
併
と
す
る
。 

 

協
議
第
８
号 

　
合
併
の
期
日
に
つ
い
て 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
確
認 

　
合
併
の
期
日
に
つ
い
て
は
、
合

併
特
例
法
の
期
限
内
（
平
成
17
年

３
月
31
日
限
り
）
と
し
、
且
つ
合

併
準
備
に
要
す
る
日
数
を
考
慮
し

平
成
17
年
３
月
１
日
を
目
標
と
す

る
提
案
が
行
わ
れ
、
協
議
の
上
、

確
認
さ
れ
ま
し
た
。 

【
確
認
内
容
】　
　
　
　
　
　
　  

平
成
17
年
３
月
31
日
ま
で
に
合
併

す
る
。
平
成
17
年
３
月
１
日
を
目

標
期
日
と
す
る
。 

協
議
第
９
号 

　
事
務
事
業
の
調
整
方
針
に
つ
い
て 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
確
認 

　
現
在
、
３
町
は
そ
れ
ぞ
れ
が
行

政
運
営
を
行
っ
て
お
り
、
各
種
の

行
政
サ
ー
ビ
ス
や
住
民
負
担
の
水

準
に
は
差
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら

を
新
町
発
足
に
向
け
ひ
と
つ
に
調

整
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
こ

れ
を
「
事
務
事
業
の
一
元
化
」
と

言
い
ま
す
。 

　
こ
の
作
業
を
行
う
に
あ
た
り
、

調
整
方
針
を
別
表
の
と
お
り
定
め

る
提
案
が
行
わ
れ
、
協
議
の
上
、

確
認
さ
れ
ま
し
た
。 

 

協
議
第
10
号 

　
電
算
シ
ス
テ
ム
関
係
事
務
事
業

　
の
取
扱
い
に
つ
い
て 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
確
認 

別　表 

事務事業の調整方針 

１.一体性確保の原則 
新町に移行する際、住民生活に支障のないよう
一体性の確保に努める。 

２.住民福祉向上の原則 
住民サービス及び住民福祉の向上に努める。 

４.健全な財政運営の原則 
新町において健全な財政運営に努める。 

５.行政改革推進の原則 
行政改革の視点から事務事業の見直しに努める。 

６.適正規模準拠の原則 
自治体の規模に見合った事務事業の見直しに努
める。 

３.負担公平の原則 
負担公平の原則に立ち、行政格差を生じないよ
うに努める。 

協
議
事

協
議
事
項 

協
議
事

協
議
事
項 

協
議
事
項 

－４－ 



　
現
在
３
町
で
は
、
電
算
業
務
の

相
当
数
を
北
但
広
域
行
政
協
議
会

で
行
っ
て
い
ま
す
が
、
新
町
単
独

で
導
入
す
る
方
針
の
提
案
が
行
わ

れ
、
協
議
の
上
、
確
認
さ
れ
ま
し

た
。 

【
確
認
内
容
】　
　
　
　
　
　
　  

電
算
シ
ス
テ
ム
関
係
事
務
事
業
に

つ
い
て
は
、
合
併
に
伴
い
統
合
す

る
必
要
が
あ
る
シ
ス
テ
ム
を
統
合

し
、
新
町
単
独
で
導
入
す
る
。
ま

た
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
招

か
な
い
よ
う
な
関
係
町
間
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
構
築
す
る
よ
う
調
整

す
る
。
た
だ
し
、
統
合
の
必
要
が

な
い
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
新

町
に
お
い
て
調
整
す
る
。 

　
平
成
16
年
１
月
14
日
、
美
方
町

総
合
セ
ン
タ
ー
で
、
第
２
回
合
併

協
議
会
が
開
催
さ
れ
、
協
議
事
項

４
件
に
つ
い
て
協
議
が
行
わ
れ
ま

し
た
。 

　
提
出
さ
れ
た
議
題
と
概
要
は
次

の
と
お
り
で
し
た
。 

協
議
第
11
号 

　
新
町
の
名
称
に
つ
い
て 

　
　
　
　
　
　
　
　
↓
継
続
協
議 

　
新
町
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
新

町
発
足
ま
で
に
決
め
て
お
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。
今
回
の
協
議
会
で

は
、
新
町
の
名
称
を
ど
の
よ
う
に

選
定
す
る
か
協
議
を
行
い
ま
し
た
。 

　
協
議
の
結
果
、
選
定
方
法
に
つ

い
て
は
「
関
係
町
民
に
よ
る
一
般

公
募
に
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
名
称
を

抽
出
し
、
合
併
協
議
会
で
決
定
す

る
」
方
針
を
確
認
し
ま
し
た
。 

　
し
か
し
、
一
般
公
募
に
際
し
て
、

特
段
の
制
約
を
設
け
る
か
設
け
な

い
か
で
、
委
員
か
ら
意
見
が
出
さ

れ
、
美
方
郡
町
長
会
か
ら
北
但
合

併
協
議
会
に｢

但
馬
市｣

を
使
用
し

な
い
旨
の
要
望
を
行
っ
た
経
緯
が

あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、｢

但
馬

町｣

の
表
記
を
使
用
し
な
い
こ
と

が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。 

　
次
回
の
協
議
会
で
、
具
体
的
な

募
集
要
項
案
に
つ
い
て
協
議
す
る

こ
と
と
し
、
継
続
協
議
と
な
り
ま

し
た
。 

 

協
議
第
12
号 

　
新
町
の
事
務
所
の
位
置
に
つ
い
て 

　
　
　
　
　
　
　
　
↓
継
続
協
議 

　
新
町
の
事
務
所
（
庁
舎
）
の
位

置
等
に
つ
い
て
は
、
合
併
と
同
時

に
現
在
の
３
町
の
法
人
格
が
消
滅

す
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
決
め
て

お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
住
民
の

利
便
性
の
確
保
、
地
域
振
興
等
を

勘
案
し
、
現
地
解
決
型
の
行
政
組

織
と
機
能
分
担
に
立
脚
し
た
庁
舎

配
置
を
検
討
す
る
中
で
事
務
所
の

位
置
を
決
定
す
る
こ
と
と
し
、
具

体
的
な
事
務
所
の
位
置
等
に
つ
い

て
は
、
小
委
員
会
を
設
置
し
検
討

を
行
う
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。 

合併協議会スケジュール 

第
２
回
合
併
協
議
会
の
様
子 

▲ 

第
２
回

第
２
回
合
併
協
議
会
を
開
催

合
併
協
議
会
を
開
催 

第
２
回

第
２
回
合
併
協
議
会
を
開
催

合
併
協
議
会
を
開
催 

第
２
回
合
併
協
議
会
を
開
催 

第
２
回
合
併
協
議
会
を
開
催 

協
議
事

協
議
事
項 
協
議
事

協
議
事
項 
協
議
事
項 

－５－ 

平成15年 平成16年 平成17年 

12 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ 

合併期日：平成17年３月１日目標 

２ ３ ４ 
年
月 

内

　

容 

法
定
合
併
協
議
会
設
置 

合
併
協
定
書
の
と
り
ま
と
め 

合
併
協
定
書
調
印
・
町
議
会
の
議
決 

合
併
協
議
会
の
廃
止
、
閉
町
・
庁
式 

新
町
ス
タ
ー
ト
（
３
月
１
日
） 

新
町
長
選
挙
（
合
併
後
50
日
以
内
） 

・協議会の開催（月１～２回程度） 
・幹事会の開催（月１～２回程度） 
・専門部会の開催（適宜） 
・分科会の開催（適宜） 
・「協議会だより」の発行（月１回程度） 

・合併準備室の設置 
・県知事へ合併の申請 
・県議会の議決 
・総務大臣への届出 
・総務大臣の告示 

新町まちづくり計画策定 

合併協定項目の協議 

事務事業一元化 

例 規 整 備 

電算システムの統合～システム設計･開発･データ移行･テスト 



協
議
第
13
号 

　
新
町
ま
ち
づ
く
り
計
画
（
そ
の 

　
１
）
に
つ
い
て
　
　
　
↓
確
認 

 

　
新
町
ま
ち
づ
く
り
計
画
は
、
３

町
の
総
合
計
画
を
勘
案
し
て
、
新

し
い
町
の
将
来
像
や
基
本
方
針
を

作
成
す
る
と
と
も
に
、
合
併
に
よ

る
広
域
的
視
点
に
立
っ
た
地
域
全

体
の
発
展
に
資
す
る
新
し
い
施
策

や
地
域
の
均
衡
あ
る
発
展
を
目
指

し
た
施
策
に
つ
い
て
合
併
協
議
会

が
策
定
す
る
も
の
で
す
。
合
併
特

例
法
に
基
づ
く
様
々
な
財
政
措
置

を
受
け
る
た
め
に
は
、
こ
の
計
画

の
作
成
が
前
提
と
な
り
ま
す
。 

　
今
回
の
新
町
ま
ち
づ
く
り
計
画

策
定
の
基
本
的
な
考
え
方
と
そ
の

方
針
と
し
て
、
次
の
点
が
示
さ
れ
、

協
議
の
上
、
確
認
さ
れ
ま
し
た
。 

 

１
．
合
併
特
例
法
に
よ
る
計
画
策

定
の
基
本
的
な
考
え
方
と
し
て
、

①
合
併
市
町
村
の
建
設
の
基
本
方

針
、
②
合
併
市
町
村
の
根
幹
と
な

る
べ
き
事
業
に
関
す
る
事
項
、
③

合
併
市
町
村
の
公
共
的
施
設
の
統

合
整
備
に
関
す
る
事
項
、
④
合
併

市
町
村
の
財
政
計
画
、
の
４
項
目

に
つ
い
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
作
成
し
ま
す
。 

２
．
新
町
ま
ち
づ
く
り
計
画
に
お

い
て
は
財
政
計
画
と
の
整
合
を
図

り
ま
す
。 

－６－ 

新町まちづく り計画の策定体 系 新 町 ま ち づ く り 計 画 の 策 定 体 系 

振興計画・総合計画 

新町まちづくり計画の策定 

新 町 発 足 後 に 新 町 の 総 合 計 画 を 策 定 

（各町の長期計画におけるまちづくりの目標、主要施策の把握） 

《将来像》 美方町「人・まち・自然が融けあい育む 結いのまちづくり」 

　　　　　村岡町「夢をもって子育て・子育ちができる郷・村岡」 

　　　　　香住町「人がかがやき 海がきらめくまち かすみ」 

住民の意向調査や要望等 地域の現状と広域的課題の把握 関連計画による位置づけ 

※５町合併協議会で
実施した住民アンケ
ート結果の３町分を
再集計 

①新町まちづくりの基本方針 
②新町まちづくりの根幹となるべき事業に関する事項 
③新町の公共的施設の統合整備に関する事項 
④新町の財政計画 

※合併後の町が総合計画を策定するに当たっては、新町まちづくり計画を尊重し、
その趣旨・内容等を活かした形で審議することが適当であるとされています。 

〈協議する基本的な項目〉 

新町まちづくりの基本方針（将来像と基本方針）の協議 

中間のまとめ 

新町まちづくり計画の原案のまとめ 

兵庫県との協議 

新町の将来像と基本的な施策が示された段階で住民
説明会を開催し、新町まちづくり計画へ意見を反映
させながら計画の策定を進める。 

住民説明会の開催 

主
要
な
施
策
等
の
協
議 

各委員の将来像等に 
関するアンケート 



３
．
新
町
ま
ち
づ
く
り
計
画
の
策

定
手
順
は
策
定
体
系
図
に
よ
る
も

の
と
し
ま
す
。 

４
．
新
町
ま
ち
づ
く
り
計
画
の
策

定
方
針
に
つ
い
て
は
、
３
町
の
速

や
か
な
一
体
化
を
促
進
し
、
新
町

の
均
衡
あ
る
発
展
と
住
民
福
祉
の

向
上
を
図
る
こ
と
、
ま
た
、
計
画

期
間
は
合
併
後
10
ヵ
年
度
と
す
る

こ
と
な
ど
６
項
目
に
よ
る
も
の
と

し
ま
す
。 

 

協
議
第
14
号 

　
新
町
ま
ち
づ
く
り
計
画
検
討
小

　
委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
確
認 

　
新
町
の
ま
ち
づ
く
り
の
将
来
像

と
基
本
方
針
に
つ
い
て
具
体
的
な

協
議
を
行
う
た
め
の
小
委
員
会
の

設
置
が
提
案
さ
れ
、
協
議
の
上
、 

確
認
さ
れ
ま
し
た
。 

　
な
お
、
委
員
に
つ
い
て
は
左
表

の
と
お
り
で
す
。 

　
１
月
14
日
、
美
方
町
総
合
セ
ン

タ
ー
で
合
併
協
議
会
に
続
い
て
第

１
回
新
町
ま
ち
づ
く
り
計
画
検
討

小
委
員
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

　
小
委
員
会
で
は
、
委
員
長
・
副

委
員
長
の
選
出
が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

 

委
員
長
・
副
委
員
長
の
選
出 

〔
敬
称
略
〕 

委

員

長
　
井
上
一
郎（
美
方
町
） 

副
委
員
長
　
村
瀬
晴
好（
香
住
町
） 

○新町まちづくり計画検討小委員会 
（構成委員21名） 

（順不同・敬称略） 
▲新町まちづくり計画検討小委員会の様子 

合併協議会は傍聴できます 合併協議会は傍聴できます 合併協議会は傍聴できます 合併協議会は傍聴できます 合併協議会は傍聴できます 
　合併協議会は原則公開のため傍聴することができます。傍聴を希望される方は協議会の開催時間
の１５分前までに会場にお出でいただき受付を済ませてください。傍聴証をお渡しします。 

【傍聴の注意事項】 
　会議や周囲の人に迷惑をかけるなどの行為がある場合は、傍聴できません。また、カメラや録音
器などの持込みは制限されています。なお、携帯電話については電源を切っていただくか、マナー
モードにするなど会議の進行に支障のないようご協力ください。 

会議録等の閲覧について 
　合併協議会の会議録（写し）及び会議に提出された文書はどなたでも閲覧できます。 
　ただし、個人に関する事項や会議運営に支障を及ぼすおそれがある事項は閲覧できない
場合がありますのであらかじめご了承ください。 
　閲覧場所や手続きなどは次のとおりです。 

【閲覧場所】 
　・美方町役場総務課 
　・村岡町役場総務課 
　・香住町役場総務課 
　・合併協議会事務局 

【手続き】 
　閲覧場所に備え付けの会議録等閲覧申出書に
必要事項を記入してください。 
【閲覧時間】 
午前８時３０分から午後５時１５分まで 
（ただし、土曜、日曜、祝日、その他役場が閉庁となる日を除く）。 

※会議録作成には期間を
　要しますので、会議終
　了後しばらくは閲覧でき
　ないことがあります。会
　議録作成の関係上、ご
　理解ください。 
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－７－ 

吉　田　範　明 

本　城　繁　信 

谷　渕　栄　一 

板　坂　公　二 

上　田　　　孝 

橘　　　秀　夫 

朝　倉　富　征 

井　上　一　郎 

毛　戸　公　彦 

中　村　治　泰 

水　間　徳　子 

石　垣　健　三 

井　上　源　一 

小　谷　道　子 

西　尾　高　雄 

三　好　忠　男 

伊　藤　　　誠 

岡　田　久　子 

柴　崎　一　秀 

中　村　　　曉 

村　瀬　晴　好 

氏　　名 区　　　分 

美方町議会議長 

美方町議会議員 

村岡町議会議長 

村岡町議会議員 

香住町議会議長 

香住町議会議員 

美方町学識経験者 

村岡町学識経験者 

香住町学識経験者 



－８－ 

－合併協定項目の協議状況－ －合併協定項目の協議状況－ 

合併の方式 

合併の期日 

新町の名称 

新町の事務所の位置 

財産の取扱い 

新町まちづくり計画 

地域審議会の取扱い 

議会の議員の定数及び任期の取扱い 

農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い 

一般職の職員の身分の取扱い 

一部事務組合等の取扱い 

地方税の取扱い 

特別職の身分の取扱い 

条例、規則等の取扱い 

事務組織及び機構の取扱い 

使用料、手数料等の取扱い 

公共的団体等の取扱い 

補助金、交付金等の取扱い 

字名の取扱い 

慣行の取扱い 

国民健康保険事業の取扱い 

介護保険事業の取扱い 

消防団の取扱い 

各種事務事業の取扱い 

①議会関係事務事業の取扱い 

②総務関係事務事業の取扱い 

③企画関係事務事業の取扱い 

④税務関係事務事業の取扱い 

⑤住民関係事務事業の取扱い 

⑥環境関係事務事業の取扱い 

⑦保健医療関係事務事業の取扱い 

⑧福祉関係事務事業の取扱い 

⑨農林水産関係事務事業の取扱い 

⑩商工観光関係事務事業の取扱い 

⑪建設関係事務事業の取扱い 

⑫水道・下水道関係事務事業の取扱い 

⑬学校教育関係事務事業の取扱い 

⑭社会教育関係事務事業の取扱い 

⑮電算システム関係事業の取扱い 

⑯その他協議が必要な事業の取扱い 

平成15年12月末日現在 

合 併 協 定 項 目 

基本項目 

合併特例法 
規定項目 

その他の 
協議項目 

協議 確認 

【発行】　美方町・村岡町・香住町合併協議会 
【住所】　〒667ー1368 
　　　　兵庫県美方郡村岡町入江７１１番地の２（村岡町射添会館内） 
　　　　電　話（０７９６）９９ー５０５０ 
　　　　ＦＡＸ（０７９６）９５ー０２２１ 
　　　　Ｅ-mail　mmk３ｔ-gappei@fine.ocn.ne.jp
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９ 

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

合併協議会事務局体制 合併協議会事務局体制 

事務局次長 

事 務 局 長 

総 務 係 員 事務局は、３町の職員で構成し、総務係、
計画係、調整係、電算・情報係の４係、
計７人体制です。 事務補助職員 

●事務局名簿 

計 画 係 長 調 整 係 長 電算・情報係長 総 務 係 長 
（次長兼務） 

職　　名 
事 務 局 長 
事務局次長兼総務係長 
計 画 係 長 
調 整 係 長 
電算・情報係長 
総 務 係 員 
事 務 補 助 職 員 

氏　　名 
藤　原　進之助 
岸　本　典　明 
穴　田　康　成 
邊　見　泰　正 
清　水　幸　信 
田　尻　幸　司 
山　本　純　子 

所属団体 
香 住 町 
村 岡 町 
村 岡 町 
美 方 町 
香 住 町 
美 方 町 
村 岡 町 

合併協議会のご案 内 合 併 協 議 会 のご 案 内 合 併 協 議 会 のご 案 内 

※都合により変更になることがあります。 

詳しくは別途お配りしているチラシをご覧下さい。 
新町の名称を募集します 

３町の人口・世帯・面積等 

※平成16年１月１日現在 

【香住町】 

【美方町】 

【村岡町】 
人口：6,651人 
世帯：2,050世帯 
面積：165.66km2

人口：13,992人 
世帯：4,031世帯 
面積：137.20km2

人口：2,608人 
世帯：925世帯 
面積：66.16　 km2

日　　時 平成16年２月９日（月） 
午後１時30分～ 

場　　所 美方町総合センター 

○第４回合併協議会 

日　　時 平成16年２月24日（火） 
午後１時30分～ 

場　　所 村岡町老人福祉センター 

○第５回合併協議会 

人口：23,251人 
世帯：7,006世帯 
面積：369.02km2

３町の計 




